
 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

６月２日(月)から令和７年度労働保険年度更新の申告・納付手続きが始

まります 

 
 労働保険（※１）年度更新（以下「年度更新」という。）とは、４月１日から翌年３月 31日

までの１年間（保険年度）を単位として、毎年、前年度の確定保険料の精算と当年度の概

算保険料の申告及び納付を行う手続をいいます（別添１参照）。 

年度更新に必要な申告書などの書類は、５月末頃に厚生労働省から発送されます。（※２） 

 

令和７年度の年度更新の手続き期間は、６月２日(月)から７月 10 日(木)までとなっ

ております。なお、令和６年能登半島地震を受け、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水

町・能登町に所在する事業場等は、引き続き労働保険料等の申告・納付期限が延長

されています（別添２参照）。延長後の期限については、今後、被災後の状況等を踏まえて

改めて告示されます。 

 
 労働保険料等の申告は、石川労働局労働保険徴収室、各労働基準監督署及び集合受付会場

（別添３参照）等のほか、電子申請や郵送で行うことができます。年度更新の手続き期間中

は受付窓口が混雑する場合がありますので、いつでもどこでも待ち時間なく手続きができる

電子申請の利用をお勧めしています。電子申請にあたっては、「ＧビズＩＤ」（※３）を利用す

ることで電子証明書が不要となり利用しやすくなっています。また、電子申請の未利用事業

場には初期設定の代行サービスなどのアドバイザー事業を実施しています（別添４・５参照）。

石川労働局労働保険徴収室では電子申請体験コーナーを設置しており、電子申請の体験がで

きますので、この機会に是非ご利用して下さい。 

また、労働保険料の納付（支払）については「電子納付」（別添６）又は「口座振替納

付」が便利です。 

※１「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

※２ 手続の詳細は、右の二次元バーコードを読み取り、石川労働局ホームページ 

の掲載内容をご覧ください。 

※３ 「ＧビズＩＤ」とは、１つのＩＤで様々な行政サービスの利用を可能にする 

認証システムです。 
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被災された事業主のみなさまへ
～労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ～

２．納付の猶予 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

１．労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の指定についてのお知らせ

以下の対象地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、労働
保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していま
したが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。

※ 申告の手続は、上記期限までに行っていただきますよう、お願いいたします。
※ 富山県全域並びに石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能
美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島
郡中能登町については、令和６年厚生労働省告示第218号により、令和６年７月31日
を申告・納期限としています。

※ 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町・能登町については、引き続き延長措置が継
続されます。

令和６年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業の事
業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で１年
間猶予いたします。

【対象地域】すべての地域で申請可能
【要件】事業財産に相当の損失（おおむね20％以上）を受けたこと

このリーフレットに関するご質問等がございましたら、[最寄りの都道府県労働
局]又は [最寄りの労働基準監督署] にお尋ねください。

【対象地域】
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町

【延長後の申告・納期限】
令和７年１月３１日（金）

【対象となる労働保険料など】
令和６年１月１日から令和７年１月30日までに申告・納期限が到来する
労働保険料・一般拠出金

詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/hoken/yuuyo.html

※１ 保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。
※２ 通常の手続に合わせて、猶予の申請が必要です。
※３ 指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまは、まず「１．申告・納期限の延長」を

ご利用いただいた後、損失の状況により、納付の猶予制度をご利用いただける場合もあります。

TMSHT
テキスト ボックス
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金沢労働基準監督署管内

7 月 7 日 月

7 月 8 日 火

7 月 9 日 水

7月10日 木

小松労働基準監督署管内

6月18日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

6月19日 木 　加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

6月25日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

7 月 2 日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

7 月 7 日 月 　加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

七尾労働基準監督署管内

6月16日 月 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月17日 火 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月20日 金 ハローワーク羽咋　2階会議室 羽咋市南中央町キ105-6

6月26日 木 ハローワーク羽咋　2階会議室 羽咋市南中央町キ105-6

7 月 3 日 木 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 　　七尾市小島町西部2

穴水労働基準監督署管内

6月12日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

6月19日 木 10：30～12：00 ハローワーク能登　２階会議室 鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2

6月26日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

10：00～15：00

場　　　　　　　　所日          時

☆事務組合に係る申告書の提出は、別途指定する集合受付会場をご利用いただくか、石川労働局労働保険徴収室の窓口へ提出して下さい。

10：00～15：00

日          時 場　　　　　　　　所

日          時 場　　　　　　　　所

日          時 場　　　　　　　　所

10：00～16：00 金沢駅西合同庁舎　６階 第１会議室 金沢市西念3-4-1

令和 7年度 労働保険年度更新申告書 集合受付日程
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労働保険の年度更新に、電子申請を利用しましょう！

年度更新期間中は、都道府県労働局等の受付窓口が混雑しますが、電子申請はいつでもどこでも
待ち時間なく申請が可能です。また、前年度に入力した内容をそのまま使えるなど、新しく記入
する手間を減らせます。ぜひ電子申請の利用をご検討ください！

事前準備

電子申請の開始に必要な初期設定のお手伝い等を、
無料で行っています。ぜひご活用ください！
詳細は別途同封しているリーフレット、
もしくは労働保険の電子申請に関する特設サイトへ！→

「e-Gov」電子申請から該当の手続を検索し、電子申請をしましょう。

「電子申請」を
クリック！

電子申請の進め方

都道府県労働局・ハローワーク

電子申請には、①電子証明書またはGビズIDの取得、➁パソコンの環境設定
（ソフトのインストール）など、事前準備が必要です。
電子証明書は、申請者が送信する電子データが原本であること、改変されて

いないことを証明するためのものです。
必要な事前準備をまとめたガイドブックを厚生労働省ホームページ
に掲載しています。ご参照ください！ （ＱＲコードはこちら→）

実際に電子申請してみましょう！

具体的な電子申請の操作方法について、マニュアルを
厚生労働省ホームページに掲載しています。ご参照ください！→

電子申請にはメリット
がたくさん！！

「手続検索」を
クリック！

検索のキーワードに
「年度更新申告」と入力し
「検索ボタン」をクリック！

裏面もご覧ください

ikedatk
フリーテキスト
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労働保険の電子申請が義務付けられている事業場は、

来年度（令和８年度）の年度更新から
申告書の送付がなくなります！

〇 資本金が１億円を超える法人等は、その全ての事業
場について、電子申請での申告が法令で義務付けられ
ています※。

〇 電子申請が義務付けられている事業場においては、
来年度（令和８年度）の年度更新から、申告書の送付
がなくなります。

〇 ぜひ、今年度の年度更新から、電子申請を利用して
ください！ 電子申請の進め方は、表面をご覧ください。

電子申請の義務化とは

電子申請義務化の対象事業場（令和７年１月１日時点）の申告書には、以下のように
「電子申請対象」と印字されています。

※ 以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により申告が可能です。所管の都道府県労働局労働保険徴収課
（室）へご相談ください。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立
した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

（電子申請が義務付けられている手続）
継続事業（一括有期事業を含む）を行う事業主による
○年度更新に関する申告書の提出
（概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書）

○増加概算保険料申告書の提出

（電子申請が義務付けられている法人）
○資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する
拠出金の額が１億円を超える法人

○相互会社（保険業法）
○投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律）
○特定目的会社（資産の流動化に関する法律）



事業主 ・労働保険事務組合の皆さまへ

⚫ 対象となる金融機関については、裏面をご覧ください。裏面に記載

のない金融機関では窓口を利用ください。

⚫ 一部金融機関はATMも利用可能です。コンビニ等の共用ＡＴＭでは

利用できません。

令和７年度から年度更新でも

労働保険料等の電子納付が可能となります

領収済通知書（納付書）を用いて

インターネットバンキングから

電子納付（Ｐａ ｙ－ｅａ ｓ ｙ ）による納付が

可能となります！

マークの付いているものが対象です。 この部分の情報が必要です。

別添６



厚生労働省 労働保険 年度更新

詳しい内容やご不明な点は、最寄りの都道府県労働局または

労働基準監督署までお問い合わせください。

検索

労働保険料等の年度更新（厚生労働省ウェブサイト内）

対象となる金融機関 （ 令 和 ７ 年 5 月 末 時 点 ）

銀 行

あ行 群馬銀行 第四北越銀行 福井銀行

あいち銀行 京葉銀行 ◎ 筑邦銀行 福岡銀行 ◎

青森みちのく銀行 ◎ 高知銀行 千葉銀行 ◎ 福岡中央銀行

秋田銀行 さ行 千葉興業銀行 福島銀行

足利銀行 ◎ 西京銀行 東京スター銀行 福邦銀行

池田泉州銀行 佐賀共栄銀行 東邦銀行 豊和銀行

伊予銀行 佐賀銀行 東北銀行 北都銀行

岩手銀行 山陰合同銀行 東和銀行 ◎ 北洋銀行

愛媛銀行 三十三銀行 徳島大正銀行 北陸銀行

大分銀行 滋賀銀行 栃木銀行 北海道銀行

大垣共立銀行 静岡銀行 鳥取銀行 北國銀行

沖縄海邦銀行 静岡中央銀行 トマト銀行 ま行

沖縄銀行 七十七銀行 ◎ 富山銀行 みずほ銀行 ◎

か行 島根銀行 富山第一銀行 南日本銀行

香川銀行 清水銀行 な行 宮崎太陽銀行

鹿児島銀行 十八親和銀行 ◎ 長崎銀行 や行

神奈川銀行 荘内銀行 ◎ 長野銀行 山梨中央銀行

北日本銀行 スルガ銀行 名古屋銀行 横浜銀行 ◎

紀陽銀行 仙台銀行 西日本シティ銀行

京都銀行 た行 は行

きらぼし銀行 大光銀行 東日本銀行

きらやか銀行 大東銀行 肥後銀行

熊本銀行 ◎ 但馬銀行 百五銀行

銀行以外の金融機関

信用金庫（国庫金ペイジー取扱金庫）

信用組合（国庫金ペイジー取扱組合）

労働金庫

インターネット専業銀行

GMOあおぞらネット銀行

住信SBIネット銀行

PayPay銀行

⚫ 記載のある金融機関ではインターネットバンキングから納付ができます。◎印がある金融機関は

ATMも利用できます。

⚫ 記載のない金融機関では金融機関窓口を利用ください。
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